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発
行

○
告
示

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
（
環
境
政
策
課
）
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生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
施
術
機
関
の
指
定
（
厚
政
課
）
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道
路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）
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道
路
の
位
置
の
指
定
（
建
築
指
導
課
）
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○
公
告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
選
管
告
示

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
二
件
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…

○
雑
報

県
報
の
正
誤
（
平
成
十
五
年
十
月
十
日
山
口
県
公
告
（
六
〇
九
）
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…

告

示

山
口
県
告
示
第
四
百
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

周
南
市
開
成
町
四
五
五
五
の
二
四
の
一
部
、
四
五
五
五
の
二
五
の
一
部
及
び
四
五
五
五
の
四
六
の

一
部

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

四
塩
化
炭
素
、
一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
シ
ス－

一
・
二

－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
三－

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
、
水
銀
及
び
そ
の
化

合
物
、
一
・
一
・
一－

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一
・
二－

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
ふ
っ
素
及
び

そ
の
化
合
物
並
び
に
ベ
ン
ゼ
ン

三

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
五
十
八
条
第
四
項
第
九

号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
の
規
定
へ
の
該
当

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
五
十
八
条
第
四
項
第
十
一
号
に
該
当
す
る
。

山
口
県
告
示
第
四
百
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療

扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

施

術

者

指
定
年
月
日

氏

名

住

所

牛
見

伸
之

山
口
市
黒
川
七
五
五
の
五

平
成
二
八
、
一
〇
、
二
七

山
口
県
告
示
第
四
百
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に

お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

岩
国
玖
珂
線

道
路
の
区
域

一
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区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

岩
国
市
玖
珂
町
字
宮
脇
一
六
〇
九
の
四
地

先
か
ら

同
市
玖
珂
町

同
字
一
五
六
六
地
先
ま
で

旧

最
狭

一
七
・
〇

最
広

九
〇
・
〇

二
四
四
・
五

新

最
狭

一
七
・
〇

最
広

四
七
・
〇

二
四
四
・
五

山
口
県
告
示
第
四
百
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
周
南
土
木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

地

名

及

び

番

地

幅

員

(メ
ー
ト
ル
)

延

長

(メ
ー
ト
ル
)

指
定
年
月
日

下
松
市
美
里
町
三
丁
目
一
一
七
三
の
二
、
一
一
七
四
の
三
、
一

一
七
四
の
四
及
び
一
一
五
四
の
一
地
先

四
・
〇

五
五
・
三
平
成
二
八
、

一
一
、
二
九

公

告

（
四
九
八
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
四
月
十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

工
労
働
部
商
政
課
及
び
柳
井
市
経
済
部
商
工
観
光
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

フ
ジ
柳
井
店

所
在
地

柳
井
市
大
字
柳
井
四
六
八
七
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
フ
ジ

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

尾
﨑

英
雄

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ワ
ッ
ツ

─
─

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日

五

変
更
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

フ
ジ
柳
井
店

所
在
地

柳
井
市
大
字
柳
井
四
六
八
七
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
フ
ジ

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

尾
﨑

英
雄

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

ジ
ャ
ス
フ
ォ
ー
ト
株
式
会
社

─
─

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日

五

変
更
年
月
日

平
成
十
八
年
二
月
十
五
日

二
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選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
号

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
関
す
る
告
示
（
平
成
八
年
山
口
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

村

正

昭

「
日
置
高
齢
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー

長
門
市
日
置
中
一
四
五
三
」
を

「
日
置
高
齢
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー

長
門
市
日
置
中
一
四
五
三
の
一
」
に
、

「
日
置
農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー

〃

日
置
上
五
八
九
九
」
を

「
日
置
農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー

〃

日
置
上
五
八
八
〇
の
一
」
に
改
め
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
一
号

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
年
山
口
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

中

村

正

昭

「
長
門
市
水
産
多
目
的
集
会
所

長
門
市
仙
崎
四
二
八
六
の
二
」
を

「
長
門
市
水
産
多
目
的
集
会
所

長
門
市
仙
崎
四
二
八
六
の
七
六
」
に
改
め
る
。

雑

報

正

誤

平
成
十
五
年
十
月
十
日
山
口
県
公
告
（
六
〇
九
）
（
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
）

ペ
ー
ジ

段

箇

所

一
四

上

表
中

誤

株●

式●

会●

社●

ビ●

ー●

ジ●

ー●

ア●

イ●

グ●

ル●

ー●

プ●

〃●

〃●

株
式
会
社
フ
ジ

〃

〃

正

株
式
会
社
フ
ジ

〃

〃
二
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平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


